
個
別
大
名
へ
の
視
角
と
兵
学
と
の
関
連

　
　
　
長
岡
藩
主
・
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
・
林
家
の
兵
学
観

1
4
0
ゾ

「
土
芥
宅
佛
記
」
に
お
け
る
長
岡
藩
亥
・
牧
野
慈
童

牧
野
駿
河
守
忠
郷
　
従
五
位
下
（
二
八
ニ
ペ
ー
ジ
）

寛
文
五
年
（
一
⊥
ハ
六
五
）
～
享
保
七
年
2
七
二
一
）

譜
代
　
越
後
長
岡
七
七
万
一
〇
〇
〇
石

二
七
歳

小
川
和
也

は
じ
め
に

　
『
土
芥
冠
離
記
』
に
お
け
る
個
別
大
名
の
評
価
と
し
て
、
長
岡
藩
主
を
考
察

す
る
。
そ
の
理
由
は
、
報
告
者
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
が
長
岡
藩
で
あ
り
、
そ
の

藩
主
の
評
価
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
牧
野
二
郷
は
、
第
三
代
・
長
岡
藩
主
で
あ
り
、
通
例
は
、
忠
辰
（
た
だ
と
き
）

の
名
で
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
改
名
が
元
禄
七
年
で
あ
り
、
元
禄
三
年
前
後
に

編
ま
れ
た
『
土
芥
冠
離
記
』
に
お
い
て
は
、
忠
郷
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下

の
表
記
も
こ
れ
に
従
う
。

　
子
鼠
に
対
す
る
長
岡
藩
側
、
お
よ
び
、
後
世
の
藩
史
研
究
者
の
評
価
は
非
常

に
高
く
、
い
わ
ゆ
る
「
明
君
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
『
土
芥
冠
離
記
』
に
記
載
が
な
い
が
、
忠
郷
の
英
明
ぶ
り
を
高
め
た

挿
話
と
し
て
、
松
平
光
長
の
越
後
騒
動
、
高
田
城
二
の
丸
受
取
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
と
き
忠
郷
、
弱
冠
一
七
歳
。
「
或
人
の
如
け
る
は
、
…
…
御
床
几
に

諮
れ
、
御
采
幣
を
取
ら
せ
た
る
御
有
様
、
御
威
勢
厳
然
と
し
て
、
大
小
の
諸
士

一
同
に
恐
服
し
奉
り
、
誠
に
、
大
将
の
御
器
量
は
御
年
齢
に
も
よ
ら
さ
る
御
事

と
感
じ
奉
り
候
」
（
高
野
余
慶
『
由
旧
聞
』
）
。
「
或
人
」
と
は
、
家
老
・
山
本
勘

右
衛
門
（
老
断
罪
）
で
あ
り
、
忠
郷
の
明
君
像
の
創
成
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

　
そ
の
後
、
延
宝
二
年
に
諸
士
法
制
、
軍
法
改
正
、
町
中
掟
、
郷
中
掟
な
ど
を

定
め
、
藩
政
を
確
立
さ
せ
た
。
新
田
開
発
に
も
熱
心
で
、
二
万
石
近
く
を
書
き

上
げ
、
内
政
整
備
の
英
主
と
さ
れ
る
。

　
長
岡
藩
…
家
臣
団
の
長
で
あ
る
家
老
は
『
土
芥
冠
離
記
』
で
あ
げ
ら
れ
る
稲
垣

平
助
・
牧
野
浅
之
助
・
山
本
勘
右
衛
門
以
外
に
二
家
、
合
計
五
家
体
制
で
あ
る
。

上
か
ら
、
一
番
家
老
・
稲
垣
平
助
、
二
番
・
山
本
勘
右
衛
門
、
三
番
・
稲
垣
太

郎
左
衛
門
、
四
番
・
牧
野
頼
母
、
五
番
・
牧
野
浅
之
助
で
あ
る
。
稲
垣
・
山
本

家
は
、
移
封
以
前
の
三
河
時
代
に
は
、
藩
主
牧
野
家
と
は
徳
川
家
の
御
家
人
と

し
て
同
格
で
あ
り
、
将
軍
と
お
目
見
え
以
上
の
格
式
を
も
つ
家
柄
で
、
二
つ
の

牧
野
家
は
藩
主
と
親
戚
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
記
載
は
、
一
、
五
、
二
と
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
三
人
の
家
老
に
し
ぼ
っ
た
理
由
、
ま
た
、
こ
の
順
番
の

理
由
は
不
明
で
あ
る
。

『
土
芥
宅
自
記
」
の
耕
価
の
一
色

　
さ
て
、
三
郷
に
対
す
る
『
土
芥
冠
弘
誓
』
の
評
価
の
要
点
で
あ
る
が
、
第
一

点
は
、
「
家
中
風
俗
大
抵
也
。
奇
羅
ヲ
嗜
、
結
構
二
奢
リ
テ
見
ル
故
駅
、
勝
手
不

如
意
」
、
つ
ま
り
、
二
一
に
流
れ
る
風
俗
で
、
経
営
窮
乏
を
さ
せ
て
い
る
と
い
う

こ
と
。
第
二
点
は
、
「
仕
置
月
増
」
。
し
か
し
、
第
三
点
は
、
「
幼
少
ニ
テ
家
督
相

続
セ
シ
故
二
家
臣
政
道
セ
シ
」
「
故
二
家
老
威
強
ク
成
り
テ
、
一
意
振
フ
」
と
い

う
よ
う
に
、
三
郷
自
身
で
は
な
く
、
門
閥
家
老
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
藩
の
風
俗
が
奢
り
、
仕
置
が
よ
ろ
し
く
な
い
の
は
、
「
此
ノ
家
ノ
家
臣
ド
モ
、

政
道
ヲ
行
ヒ
ナ
ガ
ラ
、
奢
テ
雅
意
二
任
ス
ル
事
、
悪
人
ト
云
べ
」
き
で
あ
り
、

忠
郷
自
身
は
「
才
智
」
、
つ
ま
り
、
「
当
時
壮
年
ノ
大
将
」
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
「
壮
年
ノ
大
将
」
忠
郷
が
「
奨
ン
ゾ
自
ラ
政
道
ヲ

沙
汰
セ
ザ
ル
ヤ
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
藩
主
が
藩
政
に
乗
り
出
せ
、
と
い
う

こ
の
主
張
は
、
中
央
政
権
に
お
い
て
、
門
閥
譜
代
ブ
ロ
ッ
ク
を
否
定
し
、
親
裁
、

親
政
を
し
た
綱
吉
を
彷
彿
さ
せ
る
。

　
こ
こ
で
参
考
ま
で
に
述
べ
て
お
け
ば
、
忠
郷
は
将
軍
・
綱
吉
に
は
気
に
入
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
和
三
年
に
「
雁
之
問
に
班
列
（
詰
衆
と
云
）
す
へ
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き
の
屋
台
名
」
が
あ
り
、
天
和
四
年
日
光
代
参
、
東
叡
山
へ
供
奉
。
こ
の
後
も
、

し
ば
し
ば
代
参
す
る
。
元
禄
三
年
、
城
向
後
奥
詰
に
雲
列
の
「
恩
名
」
が
あ
り
、

元
禄
四
年
、
聖
堂
へ
供
奉
。
元
禄
五
年
、
台
名
に
応
じ
、
「
御
前
に
於
て
論
語
を

講
釈
」
（
『
牧
野
家
家
譜
』
）
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
林
大
学
に
就
き
、
経
学
を
修

め
る
。
長
岡
藩
に
も
儒
者
を
置
き
、
国
元
に
あ
る
と
き
、
み
ず
か
ら
四
書
の
講

釈
を
す
る
。
そ
の
回
数
、
七
〇
回
を
越
え
る
。

「
土
芥
宅
蝉
記
』
の
影
響
の
可
能
性

　
『
土
芥
冠
離
記
』
は
、
『
国
書
総
目
録
』
で
見
る
か
ぎ
り
、
金
井
氏
が
底
本
に

し
た
東
大
本
と
、
広
島
の
「
旧
浅
野
」
本
の
ニ
セ
ッ
ト
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ

る
。
『
土
芥
冠
雌
記
』
の
記
述
が
、
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
、

つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
素
描
し
て
み

た
い
。

　
『
土
芥
冠
離
記
』
に
お
い
て
、
仕
置
の
悪
い
原
因
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
、

と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
家
老
の
｝
人
、
山
本
勘
右
衛
門
は
、
武
田
家
の
山
本

勘
兵
衛
の
子
孫
と
さ
れ
、
長
岡
藩
の
山
本
家
の
三
代
目
で
あ
る
。
の
ち
、
六
代

目
山
本
勘
右
衛
門
は
、
老
迂
斎
と
い
う
号
で
知
ら
れ
、
長
岡
藩
史
上
の
屈
指
の

名
家
老
と
さ
れ
、
宝
暦
以
降
、
藩
政
改
革
の
先
頭
に
立
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　
こ
の
老
迂
斎
、
藩
学
の
祖
・
高
野
余
慶
、
及
び
、
余
慶
の
父
・
重
事
は
、
『
由

旧
記
』
（
｝
七
六
〇
年
）
、
『
御
薩
古
風
談
』
（
一
七
六
七
年
）
に
お
い
て
、
華
車

を
「
明
君
」
に
仕
立
て
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
『
土
芥
単
離
記
』
が
微
妙
に
影

を
落
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
謳
歌
評
説
に
は
、
奢
移
に
流
れ
て
、
主
家
が
滅
び

た
例
と
し
て
、
「
加
藤
明
成
」
と
「
松
平
光
長
」
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
松
平

光
長
」
は
、
『
由
旧
記
』
『
御
邑
古
風
談
』
の
外
書
で
、
御
家
騒
動
に
か
ら
め
て
、

家
臣
団
の
不
和
を
招
い
た
人
物
と
し
て
、
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
加
藤
明
成
」
に
つ
い
て
は
、
『
御
邑
古
風
談
』
に
お
い
て
、
「
銭
を
好
ミ
た
ま

ふ
事
甚
敷
に
至
ら
ハ
、
加
藤
式
部
侯
の
こ
と
く
大
な
る
禍
と
な
ら
ん
こ
と
計
り

難
し
」
と
、
御
守
役
が
銭
を
好
む
よ
う
に
躾
け
、
仕
置
き
が
失
敗
し
た
例
と
し

て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
『
由
旧
記
』
の
下
巻
の
冒
頭
は
、
「
幼
君
御
成
立
」
と
い
う
項
目
か
ら

始
ま
る
。
そ
し
て
、
「
故
老
日
、
凡
そ
人
は
貴
き
も
軽
き
も
、
い
と
け
な
き
時
に

目
な
れ
耳
な
れ
ぬ
事
は
や
く
、
内
の
あ
る
し
と
成
…
…
習
て
性
と
な
る
…
…
善

事
の
あ
る
し
と
成
た
る
ハ
よ
ろ
こ
ふ
へ
き
事
勿
論
な
れ
と
も
、
若
、
あ
し
き
累

累
の
主
と
撃
て
後
に
心
ひ
か
み
て
よ
こ
し
ま
な
る
人
と
な
ら
ハ
如
何
す
へ
き
。

殊
に
大
家
の
幼
君
な
と
一
は
や
く
よ
き
方
に
た
す
け
導
き
ま
い
ら
せ
候
へ
し
。

…
…
国
家
の
盛
衰
・
存
亡
に
か
・
り
て
大
切
な
る
事
な
り
。
此
故
に
幼
君
を
や

し
な
ひ
奉
る
事
専
ら
老
臣
の
輔
佐
に
あ
り
」
と
、
老
臣
が
幼
君
を
輔
翼
す
る
点

を
重
視
す
る
。

　
そ
し
て
、
生
業
が
幼
い
と
き
に
「
老
臣
各
々
精
力
を
尽
し
、
輔
佐
し
奉
り
し

成
功
に
あ
ら
す
と
い
ふ
事
な
し
」
、
ま
た
、
「
国
郡
の
主
、
智
あ
れ
ハ
必
賢
才
を

撰
ひ
用
ひ
て
執
事
・
老
臣
と
し
、
異
見
を
問
ひ
て
政
事
の
た
す
け
と
な
す
」
と

い
う
。

　
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
『
由
旧
記
』
の
上
巻
か
ら
の
流
れ
を
う
け
る
も
の
で
は
な

く
、
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
何
ゆ
え
に
下
巻
冒
頭
で
「
幼
君
御

成
立
」
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
前
提
が
わ
か
り
に
く
い
。

　
し
か
し
、
幼
年
に
し
て
家
督
を
つ
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
家
臣
に
つ
け
こ
ま
れ

て
い
る
と
い
う
『
土
芥
不
離
記
』
の
批
判
を
前
提
に
す
る
と
、
そ
れ
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
み
得
る
も
の
で
あ
る
。
祖
先
が
、
名
指
し
で
批
判
さ
れ
て
い
る
山

本
老
迂
斎
が
『
土
芥
冠
下
記
』
の
記
述
を
直
接
的
に
か
、
間
接
的
に
か
知
っ
た

と
す
れ
ば
、
意
識
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
い
っ
た
い
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
は
、
ど

の
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
こ
の
点
は
、
今

後
も
大
き
な
課
題
と
し
て
残
る
。

2

『
東
蔓
奮
御
遺
訓
』
セ
の
比
較

は
じ
め
に

　
こ
こ
で
は
、
『
土
芥
冠
雌
記
』
に
お
け
る
周
辺
書
籍
と
の
簡
単
な
比
較
検
討
を

行
い
た
い
。
具
体
的
に
は
、
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
（
以
下
、
『
御
遺
訓
』
）
と
の
比

較
を
、
「
暗
君
暗
臣
」
像
を
軸
に
試
み
た
。
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ま
ず
、
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
書
か
、
要
約
す
る

と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
以
下
、
若
尾
政
希
「
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
の
形
成
」
二

〇
〇
一
年
参
照
）
。

　
『
御
遺
訓
』
と
は
、
「
日
本
の
国
訓
」
（
近
藤
平
氏
）
で
あ
り
、
「
天
道
哲
学
」

に
よ
る
三
代
将
軍
家
光
政
権
の
正
当
化
（
オ
ー
ム
ス
氏
）
の
書
と
さ
れ
る
。

　
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
『
御
遺
訓
』
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）

成
の
岡
山
大
学
池
田
文
庫
所
蔵
（
岡
山
藩
主
池
田
家
）
の
も
の
で
あ
る
（
池
田

本
）
。
そ
し
て
、
多
く
流
通
し
て
い
る
の
が
、
天
和
二
年
（
｝
六
八
二
）
福
岡
藩

儒
・
貝
原
益
軒
に
よ
る
改
訂
を
う
け
た
、
「
改
訂
本
」
で
あ
り
、
そ
の
改
訂
の
特

徴
を
一
言
で
い
う
と
、
「
池
田
本
で
は
、
家
康
は
仏
教
を
中
心
に
儒
・
神
を
も
援

用
す
る
い
わ
ば
神
・
儒
・
仏
一
致
論
者
で
あ
る
が
、
改
訂
本
の
家
康
は
儒
学
的

教
養
の
持
ち
主
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
改
訂

本
は
、
綱
吉
政
権
が
儒
教
的
理
念
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
す

る
の
で
あ
る
。

、
暗
君
、
暗
語
像

　
さ
て
、
『
御
遺
訓
』
に
お
け
る
戦
国
の
武
将
の
「
暗
君
」
（
闇
将
）
で
あ
る
が
、

「
大
内
義
隆
上
杉
憲
政
今
川
氏
真
武
田
勝
頼
品
こ
そ
替
れ
皆
先
祖
を
非
に
見
て

家
を
破
り
身
を
失
ひ
た
り
、
又
親
と
一
心
一
致
の
家
老
の
能
諌
言
を
不
用
も
国

警
を
非
に
見
る
と
同
じ
…
…
叢
叢
心
得
よ
、
主
の
為
と
い
ふ
は
善
人
を
す
・
め

あ
げ
て
主
君
に
用
い
さ
せ
、
人
民
を
黒
み
諸
人
安
堵
し
て
其
国
穏
に
治
る
や
う

に
す
る
を
主
君
の
為
と
も
云
、
又
天
下
へ
の
忠
と
も
言
ぞ
」
と
い
う
よ
う
に
、

大
内
義
隆
・
上
杉
憲
政
・
今
川
氏
真
・
武
田
勝
頼
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

う
ち
、
特
に
武
田
勝
頼
に
手
厳
し
い
。
そ
れ
は
、
老
臣
の
諌
言
を
用
い
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
東
照
宮
御
遺
訓
　
附
録
』
（
以
下
、
『
附
録
』
）
の
暗
君
は
、
「
浮
田
殿

福
嶋
殿
生
駒
殿
松
平
石
見
殿
加
藤
式
部
殿
加
藤
肥
後
殿
古
田
兵
部
殿
上
翼
成
事

大
名
の
能
鑑
也
」
、
七
人
の
大
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ

の
「
黒
垂
」
は
良
い
例
で
は
な
く
、
「
身
上
滅
亡
」
の
例
、
つ
ま
り
、
こ
う
な
ら

な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
悪
例
で
あ
る
。

　
次
に
、
『
御
遺
訓
』
に
お
け
る
暗
臣
は
、
「
近
代
家
老
の
奢
に
よ
り
て
、
其
主

君
亡
し
は
、
上
杉
に
菅
野
上
原
、
千
葉
に
原
、
今
川
に
三
浦
、
斯
波
に
朝
倉
、

三
好
に
松
永
、
大
内
に
陶
、
赤
松
に
浮
田
、
浮
田
に
長
船
、
武
田
に
跡
部
長
坂
、

其
外
情
類
多
し
」
と
あ
り
、
『
東
照
宮
御
遺
訓
　
附
録
』
で
は
、
「
又
臣
下
た
る

者
は
長
船
紀
伊
守
石
崎
若
狭
前
野
助
左
衛
門
小
河
四
郎
右
衛
門
菅
遊
芸
野
中
主

計
を
以
て
戒
と
す
べ
し
、
前
車
の
く
つ
が
へ
す
を
見
て
後
車
の
戒
と
せ
ざ
ら
ん

や
」
と
い
う
。

　
一
方
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
に
も
、
例
え
ば
、
溝
口
信
濃
守
の
箇
所
に
、
「
武
田

勝
頼
ノ
長
坂
長
閑
・
跡
部
大
炊
ヲ
挙
用
テ
、
国
家
ヲ
減
［
滅
］
シ
タ
ル
が
如
シ
」

と
あ
り
、
『
御
遺
訓
』
の
「
武
田
に
跡
部
長
坂
」
と
同
じ
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
一
八
世
紀
以
降
、
各
藩
に
お
け
る
「
明
君
」
創
造
の
時
代
が
訪
れ
る
。

「
明
君
」
は
、
政
事
を
行
う
上
で
見
習
う
べ
き
規
範
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
藩
政

改
革
の
正
当
性
を
供
給
す
る
う
え
で
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
『
±
芥
冠
離
記
』
で
は
、
過
半
の
大
名
が
酷
評
さ
れ
、
伊
達

陸
奥
守
・
黒
田
肥
前
守
・
毛
利
長
門
守
な
ど
の
箇
所
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
漢

書
』
費
誼
伝
の
「
前
車
覆
、
後
車
誠
」
を
典
拠
と
す
る
、
悪
例
を
踏
襲
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
挙
げ
た
『
御

遺
訓
』
の
引
用
箇
所
の
「
前
車
の
く
つ
が
へ
す
を
見
て
後
車
の
戒
と
せ
ざ
ら
ん

や
」
と
同
じ
用
法
で
あ
り
、
反
面
教
師
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
『
御
遺
訓
』
の
価
値
基
準
と
の
類
似
性
は
、
例
え
ば
、
「
善

悪
邪
正
を
正
し
て
政
道
を
な
る
を
明
君
良
将
と
い
ふ
ぞ
…
…
凡
主
人
手
頃
な
れ

ば
利
発
だ
て
を
し
て
我
不
得
手
の
事
を
も
得
た
る
様
に
仕
な
し
」
、
あ
る
い
は
、

「
修
も
不
忠
も
悪
逆
無
道
も
皆
己
が
身
飽
迄
利
発
也
と
思
ふ
よ
り
出
る
ぞ
、
忠

心
と
云
は
我
が
才
智
に
ほ
こ
ら
ず
、
私
を
去
り
己
が
智
を
磨
き
て
皆
々
人
の
善

悪
正
邪
を
弁
へ
知
る
に
有
」
と
い
う
よ
う
な
、
己
の
「
利
発
」
さ
を
誇
示
す
る

こ
と
に
対
す
る
批
判
の
点
で
も
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
御
遺
訓
』
と
『
土
芥
冠
離
記
』
に
は
、
関
連
性
が
あ
る
が
、

『
御
遺
訓
』
の
成
立
は
、
完
全
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
が
ど
う
影
響

し
た
の
か
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
二
書
に
限
ら
ず
、
上
記
の
よ
う

な
ス
タ
イ
ル
が
、
大
名
に
つ
い
て
語
る
際
の
当
時
の
一
般
的
な
常
識
で
あ
っ
た
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と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
相
違
点
を
み
て
み
た
い
。
『
附
録
』
に
、
「
東
照
宮
の
御
言
に
日
、
乱

世
に
武
を
嗜
む
は
珍
し
か
ら
ず
、
讐
ば
鼠
の
人
に
捕
へ
ら
る
・
を
苦
し
み
て
人

に
喰
付
が
ご
と
し
、
治
世
に
武
道
を
嗜
む
を
真
の
武
道
を
好
む
人
と
可
云
と
仰

け
る
…
…
太
平
の
時
も
戦
を
忘
れ
ざ
る
を
武
道
を
知
れ
る
人
な
り
と
或
人
い
へ

り
」
、
あ
る
い
は
、
「
大
将
は
文
武
一
致
を
知
り
、
軍
法
の
二
字
に
も
と
づ
き
て

政
道
を
立
、
各
家
職
を
能
溜
る
者
を
用
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
武
一
致
を

説
く
点
で
は
、
『
土
芥
冠
雪
記
』
と
一
緒
だ
が
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
が
「
文
」
を

優
位
に
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
「
武
」
の
優
位
を
説
く
と
こ
ろ
が
明
白
に
違
っ

て
い
る
。

　
も
と
よ
り
、
違
う
か
ら
影
響
関
係
が
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
当
時
、

『
附
録
』
の
よ
う
な
「
政
道
」
観
が
強
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
批
判
す
る
た
め

に
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
よ
う
に
、
「
文
道
」
の
優
位
を
説
く
必
要
が
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
土
芥
冠
雛
記
』
を
見
る
限
り
、
作
者
・
編
者
の
「
文
道
」
n
儒
教
優
位
の

意
図
は
確
か
だ
が
、
そ
う
し
た
意
気
込
み
は
、
幕
藩
臣
国
家
全
体
を
覆
う
も
の

だ
っ
た
の
か
。
『
土
芥
三
三
記
』
の
記
述
を
み
る
と
、
そ
の
編
纂
さ
れ
た
時
期
、

元
禄
三
年
前
後
に
、
な
お
、
武
芸
の
み
を
学
ぶ
大
名
や
文
道
に
通
じ
な
い
大
名

が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
通
説
で
は
、
綱
吉
の
と
き
に
、
武
断
政

治
か
ら
文
治
政
治
に
切
り
替
わ
っ
た
と
い
う
が
、
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
。

　
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
長
岡
藩
の
儒
者
・
秋
山
景
山
に
よ
る
と
、
延
宝
ま
で
は

武
張
っ
た
「
北
国
士
」
が
い
た
が
、
そ
の
後
、
武
士
は
、
軟
弱
に
な
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
そ
の
武
士
の
「
風
流
」
化
現
象
は
、
文
弱
の
徒
に
な
っ
た
か
ら

で
は
な
く
、
町
人
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
宝
暦
～
天
保
段
階
で
も
、
な
お
学
文

を
し
な
い
武
士
は
多
数
存
在
し
、
そ
れ
が
嘆
く
べ
き
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て

い
る
。

　
湯
島
聖
堂
、
論
語
講
釈
な
ど
、
綱
吉
が
率
先
し
て
、
儒
教
の
定
着
に
取
り
組

ん
だ
こ
と
や
、
「
武
」
を
前
面
に
出
す
時
代
が
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、

中
国
に
お
け
る
科
挙
の
制
度
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
文
化
統
治
は
、
当
時
の
武

士
の
意
識
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
ま
で
「
常
識
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

3

『
土
芥
冠
灘
記
』
の
兵
蒙
観

ぽ
じ
め
に

　
『
土
芥
冠
離
陸
』
に
お
い
て
、
「
文
道
根
本
、
武
道
ハ
枝
葉
」
（
三
七
九
ペ
ー

ジ
）
で
、
「
今
際
下
之
御
作
法
専
ラ
儒
道
」
（
一
二
六
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
と
い
う
。

「
文
道
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
儒
学
で
あ
り
、
「
文
道
」
の
優
位
は
動
か
な
い
が
、

次
の
問
題
は
、
こ
の
「
儒
」
の
内
容
と
、
「
仏
」
「
神
」
「
兵
道
」
「
軍
法
」
「
歌
道
」

な
ど
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
こ
の
「
儒
」
は
、
い
わ
ゆ
る
、
「
宋
学
」
、
特
に
朱
子
学
＝
性
理
学
の

匂
い
が
し
な
い
。
朱
子
の
没
年
は
、
一
二
〇
〇
年
で
、
『
土
芥
冠
暗
記
』
の
成
立

期
に
は
、
四
五
〇
年
近
く
が
経
ち
、
林
砥
山
も
い
う
よ
う
に
、
朱
子
学
の
書
籍

は
既
に
船
に
満
載
さ
れ
て
日
本
に
渡
来
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
『
土
芥
冠
離
塁
』
の
「
儒
」
の
特
徴
を
探
っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

「
大
毛
』
八
条
司
ヒ
の
比
較

　
『
土
芥
冠
離
記
』
に
お
い
て
は
、
「
文
ハ
心
身
国
家
天
下
ヲ
治
ノ
規
矩
」
（
一

三
八
ペ
ー
ジ
）
、
あ
る
い
は
、
「
身
ヲ
修
メ
、
家
ヲ
斉
、
国
ヲ
保
」
（
一
一
〇
ペ
ー

ジ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
の
八
回
目
（
段
階
）
と
比
較
す
る
と
、
格
物
↓

致
知
↓
誠
意
↓
誠
心
↓
修
身
↓
斉
家
↓
治
国
↓
平
天
下
の
う
ち
、
格
物
～
誠
心

の
過
程
を
欠
き
、
「
修
身
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
ま
た
、
「
平
天

下
」
は
「
将
軍
」
（
目
「
大
将
」
一
二
六
ペ
ー
ジ
）
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
い
う
こ
と

な
の
か
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
ず
、
「
主
将
」
1
一
大
名
に
必
要
な
の
は
、
「
修
身
↓

斉
家
↓
治
国
」
の
三
過
程
に
集
中
す
る
。

　
次
に
、
『
土
芥
冠
離
記
』
に
お
け
る
「
儒
」
は
、
「
心
学
」
1
1
「
こ
こ
ろ
の
が

く
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
光
貞
ノ
文
学
ハ
心
学
タ
ル
蒸
篭
」
（
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
、

あ
る
い
は
、
「
文
道
ハ
心
行
ヲ
正
ク
セ
ン
為
也
」
（
一
三
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
よ

う
に
、
朱
子
学
の
よ
う
に
、
「
心
」
を
「
性
」
と
「
情
」
を
区
別
し
な
い
「
心
」

の
学
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
「
勝
信
、
生
得
邪
智
多
ク
…
…
文
武
ヲ
学
二
似
テ
、
心
学
（
こ
こ
ろ

の
が
く
）
論
旨
ズ
」
（
三
八
八
ペ
ー
ジ
）
、
ま
た
、
「
文
武
ヲ
好
ム
事
解
ダ
シ
。
然

ド
モ
文
モ
身
ヲ
修
メ
、
心
ヲ
正
シ
ク
ス
ル
心
（
こ
こ
ろ
の
）
学
ニ
ハ
非
ズ
」
（
四

一
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
知
識
で
は
な
く
、
修
身
・
正
心
の
「
心
学
」

が
標
榜
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
心
ヲ
付
テ
心
ヲ
註
解
ズ
ン
バ
…
…
」
（
四
八
五
ペ
ー
ジ
）
、
「
内
心
空

虚
シ
テ
、
心
ノ
外
、
豊
平
引
レ
、
二
二
及
ブ
事
有
ル
ベ
シ
」
（
四
八
七
ペ
ー
ジ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
欲
」
は
己
の
外
に
あ
り
、
「
欲
」
を
制
す
る
「
心
」
の
も
ち

方
が
奨
励
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
体
用
論
や
理
科
論
、
太
極
・
無
極
論
が
な
い
点
や
、
引
用
数
か
ら

分
か
る
よ
う
に
、
四
書
の
う
ち
、
朱
子
学
が
強
調
し
た
『
大
学
』
『
中
庸
』
よ
り

も
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
を
重
視
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
土
芥
冠
雛
記
』
の
場
合
、

朱
子
学
の
影
響
が
希
薄
で
あ
り
、
ま
た
、
朱
子
学
を
批
判
し
て
登
場
す
る
古
義

学
、
租
棟
学
な
ど
の
影
響
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

　
例
え
ば
、
古
義
学
も
、
『
中
庸
』
『
大
学
』
は
朱
子
の
作
為
に
よ
る
と
し
て
、
『
論

語
』
『
孟
子
』
を
重
視
し
た
が
、
そ
の
『
論
語
』
『
孟
子
』
も
厳
し
く
テ
キ
ス
ト

批
判
し
て
お
り
、
『
土
芥
冠
勲
記
』
の
よ
う
に
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
全
体
に
聖

言
と
し
て
絶
対
的
な
価
値
を
お
き
、
行
論
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
を
正
当

化
さ
せ
る
よ
う
な
用
い
方
は
し
な
い
し
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
「
儒
」
は
、
古
義

学
の
気
一
元
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
荻
生
減
勢
は
、
一
四
歳
で

江
戸
所
払
い
と
な
り
、
二
六
歳
ま
で
千
葉
で
過
ご
し
て
い
る
。
元
禄
三
年
は
、

ま
だ
千
葉
に
い
る
こ
ろ
で
あ
り
、
『
土
芥
冠
雛
記
』
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
活

動
は
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
土
芥
冠
灘
記
』
の
「
儒
」
は
、
日
本
に
お
け
る

学
統
が
分
立
す
る
以
前
の
、
「
儒
学
」
を
孔
孟
の
学
と
し
た
林
家
の
も
の
に
近
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
林
羅
山
は
、
「
一
理
ヲ
以
テ
万
事

ヲ
ツ
ラ
ヌ
キ
、
↓
心
ヲ
以
テ
諸
事
二
通
ズ
ル
也
」
（
『
一
二
徳
抄
』
）
と
、
「
理
一
元
」

1
1
「
心
一
元
」
の
「
心
学
」
を
説
い
て
い
る
（
今
中
寛
司
『
近
世
日
本
政
治
思

想
の
成
立
』
）
。

六
二
観
の
位
掴

　
次
に
、
第
二
班
が
指
摘
し
た
、
『
土
芥
冠
才
略
』
で
は
、
津
軽
信
政
が
師
事
し

た
山
鹿
素
行
が
、
「
大
営
人
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
さ
ら
に
考

え
た
い
。

　
『
土
芥
冠
離
記
』
で
は
、
藤
堂
佐
渡
守
の
箇
所
に
、
「
是
兵
ハ
避
道
ト
計
心
得

テ
、
謀
計
ヲ
以
上
略
ス
レ
バ
、
信
ナ
シ
。
皆
偽
ヲ
以
、
宗
ト
ス
。
歩
道
ト
ハ
云

難
シ
」
（
三
七
八
ぺ
ー
ジ
）
と
す
る
一
方
、
「
兵
道
ノ
実
理
ト
云
ハ
、
平
常
、
信

ヲ
以
、
士
卒
ヲ
懐
ケ
…
…
仁
ヲ
以
、
家
民
ヲ
哀
憐
ス
ル
ヲ
、
其
道
ノ
実
理
ト
ス
」
、

ま
た
「
民
ハ
根
ヲ
運
ビ
、
士
ハ
命
ヲ
捨
、
一
和
シ
テ
戦
フ
…
…
軍
法
ト
習
習
、

無
道
ヲ
罰
シ
テ
、
有
道
ヲ
立
法
也
」
と
す
る
（
三
七
九
ペ
ー
ジ
）
。
つ
ま
り
、
謀

略
と
し
て
の
兵
学
を
否
定
す
る
一
方
、
平
時
で
の
「
仁
政
」
へ
向
け
て
兵
学
の

コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
説
く
。

　
そ
し
て
、
「
学
ブ
所
ハ
主
将
一
人
目
ナ
レ
ド
モ
、
老
鴬
ズ
ル
事
、
国
家
ノ
諸
人

二
及
ブ
」
、
ま
た
、
「
国
家
ノ
治
乱
ハ
、
唯
上
一
人
二
瀬
リ
…
…
武
道
ヲ
習
ハ
ン

人
ハ
、
士
民
ヲ
愛
ス
ル
ヲ
第
一
ト
ス
」
（
三
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
、
「
人
主
ト
シ
テ
ハ
、

多
勢
ノ
士
卒
ヲ
吾
平
定
事
ク
使
ヲ
兵
術
ト
ス
」
（
三
九
八
ペ
ー
ジ
）
、
「
士
卒
ヲ
憐

ム
、
兵
法
ノ
極
理
ナ
リ
」
（
四
二
六
ペ
ー
ジ
）
、
あ
る
い
は
、
「
『
三
略
』
云
『
夫

主
将
ノ
法
ハ
務
メ
テ
英
雄
ノ
心
ヲ
撹
レ
』
」
（
四
六
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
主
将
一
人
」
が
家
臣
と
民
を
憐
れ
む
の
を
要
諦
と
し
、
そ
し
て
、
君
臣
民
一

和
が
理
想
と
さ
れ
る
。

　
学
文
も
主
将
の
み
が
す
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
家
臣
を
束
ね
、
国
の
仕
置
の

是
非
は
、
「
主
将
一
人
」
の
「
心
」
構
え
一
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
「
心

学
」
の
現
実
的
意
味
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
の
引
用
文
は
ど
う
か
。
「
国
主
ツ
ネ
ニ
臣
ヲ
モ
民
ヲ
モ
ア
ハ
レ
ミ
テ
、

ナ
サ
ケ
ヲ
カ
ケ
テ
メ
グ
ミ
ヲ
タ
レ
、
ヨ
ク
君
二
三
ヒ
ツ
キ
テ
各
同
心
一
味
シ
テ

戦
ヒ
ニ
ノ
ゾ
メ
」
、
そ
し
て
、
「
将
隔
年
ノ
命
也
。
国
ノ
ヤ
ス
キ
モ
ア
ヤ
ウ
キ
モ

人
ノ
イ
キ
ル
モ
死
モ
、
大
将
ノ
一
人
ノ
心
ナ
レ
バ
、
国
ノ
イ
ノ
チ
ハ
大
将
也
」
。

こ
の
よ
う
に
、
「
大
将
」
の
「
一
心
」
に
問
題
を
修
練
さ
せ
る
、
「
心
モ
チ
ノ
兵

法
」
（
源
了
円
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
）
を
唱
え
た
の
は
、
林
羅
山
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
そ
の
『
三
略
諺
略
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
羅
山
に
は
、
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『
心
学
五
輪
書
』
と
い
う
書
も
あ
る
（
た
だ
し
、
今
中
氏
は
『
心
学
五
輪
書
』

の
著
者
を
林
羅
山
と
す
る
が
、
山
本
眞
功
氏
は
藤
原
慢
窩
と
す
る
）
。

　
さ
ら
に
、
羅
山
は
、
「
兵
書
に
盛
ら
れ
た
思
想
を
自
分
の
朱
子
学
［
心
学
］
体

系
の
中
に
吸
収
」
す
る
が
（
源
氏
）
、
『
土
芥
冠
離
記
』
も
、
兵
学
書
『
三
略
』

に
関
し
て
、
「
夫
主
将
ノ
法
ハ
務
メ
テ
英
雄
ノ
心
ヲ
撹
レ
」
と
、
「
心
」
の
問
題

に
修
練
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
点
も
類
似
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
主
従
関
係
論
で
い
う
と
、
三
宅
正
彦
氏
の
「
幕
藩
主
従
制
の
思
想

的
原
理
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
一
二
七
号
）
が
参
考
に
な
る
。
三
宅
氏
は
、
山

崎
闇
斎
、
林
羅
山
、
『
本
佐
録
』
、
熊
沢
蕃
山
、
山
鹿
素
行
の
例
を
分
析
し
て
い

る
。
一
方
の
極
に
君
臣
天
合
を
置
き
、
一
方
の
極
に
君
臣
義
合
を
置
い
た
場
合
、

山
崎
闇
斎
が
天
合
に
最
も
近
く
、
林
羅
山
と
『
本
佐
録
』
が
そ
の
中
間
、
熊
沢

蕃
山
・
山
鹿
素
行
が
義
合
と
い
う
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
。

　
『
土
芥
冠
離
記
』
の
場
合
、
そ
の
題
名
に
あ
る
よ
う
に
、
土
芥
冠
雛
説
＝
君

臣
義
合
説
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
義
合
を
貫
け
ず
、
「
君
々
タ
ラ
ズ
ト
モ
臣
タ

ル
道
ヲ
守
り
」
（
二
八
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
よ
う
に
、
君
臣
天
合
説
を
と
る
。
そ

の
上
で
、
家
臣
の
「
忠
」
た
る
こ
と
を
説
く
一
方
、
君
主
の
「
勤
」
を
説
く
。

こ
の
点
で
、
羅
山
の
主
従
観
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
羅
山
の
生
没
年
は
、
一
五
八
三
～
一
六
五
七
年
で
あ
り
、
『
土
芥
冠

離
記
』
が
編
ま
れ
た
元
禄
の
段
階
で
、
羅
山
は
い
な
い
。
そ
の
後
、
丘
ハ
学
者
・

山
鹿
素
行
と
激
し
く
衝
突
し
、
謀
略
と
し
て
の
兵
学
を
批
判
し
て
い
た
の
は
、

羅
山
の
子
・
林
鷲
峰
と
崎
門
学
の
佐
藤
直
方
で
あ
っ
た
。
驚
峰
も
、
『
土
芥
冠
離

記
』
成
立
よ
り
や
や
手
前
、
一
六
八
○
年
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
が
、
鷲
峰

の
ラ
イ
ン
は
、
三
代
林
信
篤
、
新
井
白
石
・
室
鳩
巣
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
『
土

芥
冠
雛
記
』
の
作
者
・
編
者
を
こ
の
周
辺
に
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
考
察
に

過
ぎ
ず
、
『
土
芥
冠
離
記
』
の
作
者
・
編
者
を
同
定
す
る
に
は
そ
の
他
に
も
、
必

要
に
応
じ
て
仏
教
の
知
識
を
展
開
し
う
る
力
量
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
や
（
四

〇
六
ペ
ー
ジ
）
、
和
歌
を
「
和
国
の
」
風
と
し
高
く
評
価
す
る
点
（
四
＝
一
ペ
ー

ジ
）
な
ど
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
討
、
緻
密
な
作
業
が
必
要

で
あ
る
。
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